
 国立大学法人東京農工大学職員就業規則の一部を改正する規則を次のとおり制定する。 
 
  平成１７年３月２８日 

国立大学法人東京農工大学長 宮 田 清 藏 
 
１７ 経教 規則第６号 
   国立大学法人東京農工大学職員就業規則の一部を改正する規則 
 
国立大学法人東京農工大学職員修業規則（１６経教規則第３号）の一部を次のように改

正する。 
 
 第３２条の次に次の１条を加える。 
（個人情報の遵守） 
第３２条の２ 職員は、法令及び本学が別に定めるところにより、個人情報を適切に取り

扱わなければならない。 
 

附 則（１７ 経教 規則第６号） 
 この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 


